
教育訓練給付制度　厚生労働大臣指定講座

教育訓練給付制度
利用の手引き
（一般教育訓練）

保管してくだ
さい

受講修了
まで

大切に

※この手引きでは、「教育訓練」とは、全て一般教育訓練を指します。

教育訓練給付制度
申請申込書

身分証明書（コピー）

と
氏名		 	 四谷		太郎	 性別		 男

住所		 	 東京都新宿区四谷XX
	 	 	 	 ○×マンションXXX号

生年月日	 昭和58年5月5日

有効期限	 平成29年5月5日まで

身分証明証

	 	 	 平成27年4月14日
   新住所	 東京都新宿区四谷1-2-3
	 	 	 	 	 	 ヴィラ四谷101
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を教材到着日より　　　  日以内にお送りください。８

受給を希望される方へ
 この手引きをよく読んで、

!
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STEP　　申請する

申請方法は2つあります。

　1）申請フォームから送信する。

　2）申請書を印刷して郵便で送る。 

身分証明書コピーの添付も忘れずに。

申込時と身分証明書記載の内容が

異なる場合や、本人確認ができない場合は、 

教育訓練給付制度に申請できません。

　　

STEP　　講座を修了する

修了基準を満たすことが必要です。

修了基準：�受講サポート期間内に添削課題を提出し、

基準点以上の得点をすること。

※宅建講座で講座番号「0240」の方は、WEB上で解答すること

基準点に満たない場合は、再提出が必要ですので、

四谷学院通信講座事務局に連絡を！

※宅建講座で講座番号「0240」の方は、WEB上で再度、添削課題に取り組んでください。

STEP　　修了証明書の発行依頼をする

10日以内に手続きに必要な書類が届きます。 

あとはハローワークで手続きするだけ！ 

依頼方法は2つあります。

　1）依頼フォームから送信する。

　2）依頼書を印刷して郵便で送る。

1

2

3

詳細については、次のページ以降でご確認ください。

3 STEP!簡単ガイド

PC

または

PC

または
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	 	 	 	 ○×マンションXXX号

生年月日	 昭和58年5月5日
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 提出〆切: 受講期間（サポート期間）内

教育訓練修了証明書 発行依頼書（一般教育訓練）

私は下記の通り、訓練期間内に修了基準を満たしましたので、教育
訓練修了証明書の発行をお願いします。

■申請日、受講講座、受講開始日、受講生 ID、氏名をご記入ください。

申 請 日 ： 西暦　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

受 講 講 座 ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講座　

受 講 生 ID ： 　 　　　　　　　　　　　　　　
氏 名 ： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■  確認後 □ を入れてください。

□ 全ての添削課題等提出し、かつ修了基準を満たしました。

この依頼書をFAX、または郵送にて、下記の宛先までお送りください。
教育訓練給付金の支給にかかわる大切な書類ですので、ご送付の後には、「『教育訓
練修了証明書発行依頼書』を四谷学院通信講座に送付した」旨を受講生専用ページ
（http://tsushin.yotsuyagakuin.net/）の質問フォームからご連絡ください。

FAX 045-321-6983（24時間受付）

郵送 〒220-0023　神奈川県横浜市西区平沼1-37-19　四谷学院ビル

四谷学院通信講座事務局
宛先

2提出用
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教育訓練給付制度のご利用にあたっては、
次の表で訓練期間・修了基準を必ずご確認ください

指定講座名 厚生労働省指定番号 修了基準 訓練期間※

保育士試験対策講座（全科目セット） 1321468-1510012-0 ・全科目の添削課題を提出すること
・�全科目の添削課題の得点が６割以上であること 8ヵ月

宅地建物取引士試験対策講座 1321468-1920012-0

・�全科目の添削課題と修了模擬試験を提出すること
（※宅建講座で講座番号「0240」の方は、WEB上
で解答すること）
・�全科目の添削課題及び修了模擬試験の得点が7割
以上であること

6ヵ月

※受講サポート期間内であれば延長可能
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教育訓練給付制度（一般教育訓練）とは
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の
給付制度です。

支給対象者

支給対象者は、①または②に該当する方です。
雇用保険の一般被保険者とは、主に民間企業に勤務し、雇用保険を支払っている方のことです。原則として、
自営業の方などは教育訓練給付制度の対象になりません。
なお、四谷学院通信講座では、支給要件を満たしているかどうかの判断はできませんので、受給要件に関して
不明な方は、お近くのハローワーク（公共職業安定所）にて必ずご確認ください。

①一般被保険者の方
（受講開始日※1現在で在職
中の方）

はじめて利用する方
一般被保険者である期間が1年を経過していれば
ご利用が可能です※2。

以前に利用したこと
がある方

前回の利用から、雇用保険の一般被保険者である
期間が通算して3年以上経過していれば、ご利用
が可能です※2。

②一般被保険者であった
方（受講開始日※1現在で
既にお仕事を退職してい
る方）

はじめて利用する方

離職日（一般被保険者の資格を失った日）の翌日か
ら受講開始日までの期間が1年以内（適用対象期
間の延長※3手続きを行えば、4年以内の延長もで
きます）であり、さらにその一般被保険者であっ
た期間が1年を経過していればご利用が可能です。

以前に利用したこと
がある方

離職日の翌日から受講開始日までの期間が1年以
内（適用対象期間の延長※3手続きを行えば、4年
以内の延長もできます）であり、さらに一般被保
険者であった期間が3年以上を経過していればご
利用が可能です。

※1 受講開始日とは、教材に同封されている申込確認書にある「教材発送日」のことです。

※2 一度離職して改めて就職した場合、再就職までの空白期間が1年以内であれば、前職の一般被保険者であった期間

も通算されます。

※3 適用対象期間の延長とは、妊娠・出産・育児・疾病・負傷などの理由により教育訓練を受けることができない場合、

離職日（一般被保険者でなくなった日）から1年以内に、その旨を公共職業安定所長に申し出ることにより、受講を

開始できない期間（最大3年まで）を加算することです。詳細はお近くのハローワークまでお問い合わせください。

　　ハローワークの所在地は厚生労働省のサイトから検索が可能です。

http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.htmlハローワークの所在地はこちらへアクセス

▲
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教育訓練給付制度（一般教育訓練）　利用の流れ

各種手続は、必ず受講生ご本人が行ってください。

① 受講開始前

教育訓練給付制度を利用できる要件を満たしているかどうか、

お近くのハローワーク（公共職業安定所）に問い合わせます（任意）。

② 受講開始

〈 受講生専用ページ 〉
「教育訓練給付制度申請」の提出

「教育訓練給付制度申請申込書」に必要事項をご記入の
上、身分証明書のコピーを添付して四谷学院通信講座に
WEBまたは郵便にて送付します。
教育訓練給付制度申請申込は、教材が到着した日から
8日以内に行ってください。

③ 受講中

訓練期間内に、修了基準※を満たせるよう、添削課題

の提出などの学習を進めます。

※ 訓練期間及び修了基準は、P3の表に記載のとおりです。指定講座ごとに異なっていますので、あら

かじめ確認しておきましょう。

　 教育訓練給付金を受給するには、受講サポート期間内に修了基準を満たすことが必要です。

　なお、修了基準に「試験の合格」は含まれません。試験にまだ合格していない状態でも受給可能です。

④ 修了基準達成

「教育訓練修了証明書発行依頼」の提出

修了基準を満たしたら、「教育訓練修了証明書　発行依
頼書」をWEBまたは郵便にて四谷学院通信講座宛に
送付します。

郵送の場合の提出先
〒194-0022
東京都町田市森野1-25-5　四谷学院ビル2F
四谷学院通信講座　事務局　行

受講生 ハローワーク

四谷学院通信講座

教育訓練給付制度
を利用します

申込書・
身分証明書

受講生
WEBまたは
郵送

四谷学院通信講座

課題送付

添削・返却受講生

ガンバレ!

修了証明書
発行依頼書

受講生 四谷学院通信講座
WEBまたは
郵送

※問合せ先はＰ4参照
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⑤ 受講修了後
「修了証明書　発行依頼書」を送付してから10日以内に

四谷学院通信講座から下記の書類が郵送で届きます※。

・教育訓練給付金支給申請書※※

・教育訓練修了証明書

・領収証※※※

※ 「修了証明書　発行依頼書」は受講サポート期間内必着で送付ください。なお、発行依頼書の送付か
ら10日以上経っても書類が届かない場合には四谷学院通信講座までその旨をご連絡ください。
※※ 申請書には必ずマイナンバーを記入してください。その他、申請書の記載について不明な点は、所
轄のハローワークにご相談ください。

※※※ 領収証（クレジットカードでの支払いの場合はクレジット契約証明書）に記載する金額は、「受
講開始から、修了基準を満たしたことを四谷学院通信講座が確認した日までに支払われた金額」
です（クレジットカード会社へ支払う手数料は除く）。 

⑥ 申請
受講修了日※の翌日から起算して1か月以内が申請期間

です（期限を厳守してください。ただし、申請期間を過

ぎた場合であっても、時効が完成するまでの2年間は

申請が可能です）。

四谷学院通信講座から「教育訓練給付金支給申請書」、「教育訓練修了証明書」、「領収証または

クレジット契約証明書」をお送りします。「本人・住所確認書類※※」、「雇用保険被保険者証※※※」

はご自身でご準備の上、教育訓練を受講したご本人が、お近くのハローワーク（公共職業安定

所）で申請をします。

なお、オンラインでも支給の申請が可能です。詳細はこちらをご確認ください

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00036.html）。

※ 受講修了日とは、修了基準を満たしたことを四谷学院通信講座が確認した日のことであり、教育訓練修了
証明書にある受講修了日と同じものです。
※※ 本人・住所確認書類とは、申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書のこ
とです。具体的には、運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国
民健康保険被保険者証、印鑑証明書等です（コピー不可）。自治体によっては、あわせてマイナンバー
を確認できる書類（マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し等）が必要になる場
合があります。所轄のハローワークでご確認ください。

※※※ 雇用保険被保険者証のほか、雇用保険受給資格者証でも可能です（いずれもコピー可）。

⑦ 審査

⑧ 支給
 

教育訓練給付金の支給が決定したら、「教育訓練給付金

支給申請書」の払渡希望金融機関指定届に記載した受講

者ご本人名義の口座に振り込まれます。

四谷学院通信講座受講生

お疲れ様!

書類

受講生 ハローワーク

書類

ハローワーク

受講生 ハローワーク
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